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Ⅰ．空き地・空き家活用事例 

 

１．県内事例 

１）むつ市 

○コモンズ協定を活用した広場整備 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省資料より抜粋） 

 

・立地誘導促進施設協定（都市再生法）。都市機能や居住を誘導すべき区域で、空き地・空

き家を活用して、交流広場、コミュニティ施設、防犯灯など、地域コミュニティやまち

づくり団体が共同で整備・管理する空間・施設（コモンズ）についての、地権者合意に

よる協定制度。 

 

○完成した大黒広場（むつ市 HPより） 
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１．県外事例 

１）東京都墨田区：ふじのきさん家 

整備目的：地域の寄り合い処、防災の啓発拠点 

運営主体：NPO燃えない壊れないまち・すみだ支援隊 

     （前身は墨田区が立ち上げたすみだ燃えない・壊れないまちづくり会議） 

既存建物：昭和 50年竣工の空き事務所（店舗併用住宅） 

 取得方法：賃貸借契約（家賃 1.5万円/月） 

 改修内容：準耐火構造相当の防火性能、評点 1.0以上を確保する耐震化等 

改修費用：約 1,300万円 

 活用状況：カフェ、防災こども食堂、高齢者向け食事提供、レンタルスペース 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）鳥取県南部町：えん処米や  

整備目的：地域のまちづくり拠点、移住促進の窓口（お試し住宅） 

運営主体：【整備】南部町、【運営】NPOなんぶ里山デザイン機構が運営 

既存建物：昭和 50年代竣工の住宅 

 取得方法：賃貸借契約 

 改修内容：飲食店と同等の厨房設備、お試し住宅用の独立した水周り等 

耐震・断熱の性能向上は未実施（診断結果から判断） 

改修費用：約 1,300万円 

 活用状況：子育て講座、交流イベント、お試し住宅（３室）、カフェ（開設予定） 等 
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３）東京都渋谷区：「みんなで子育て」シェアハウス 

運営主体：東京急行電鉄株式会社 

事業概要：渋谷区が所有する旧職員住宅の土地建物（ＲＣ造、４階建て）を賃借し、シ

ングルペアレント向けのシェアハウス（２１戸）にリノベーション。 

     「子育てシェア」サービスや東急セキュリティ（株）の子供見守りサービス

「キッズセキュリティ」を導入。 

 ※子育てシェア：株式会社 AsMama。サイト上に登録した子育て支援者（ママサポータ

ー）が、子どもの送迎や託児を１時間 500円から引き受け。 

 ※キッズセキュリティ：東急セキュリティ株式会社。子供がＩＣカード乗車券等を利

用して東急線の駅自動改札機や学校・塾・自宅等のキッズセキュリティカー

ドリーダ設置場所を通過すると、保護者へ通過情報がメール配信される子供

見守りサービス。 
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４）大阪府四條畷
しじょうなわて

市：住宅つき就職支援プロジェクト「ＭＯＤＥＬ ＨＯＵＳＥ」 

運営主体：ＮＰＯ法人スマイルスタイル、大阪府、(公財)日本財団 

事業概要：大阪府営清滝団地の空室を目的外使用し、不安定な就業状態を繰り返してい

る単身の若者 10名に提供。 

     ＮＰＯ法人スマイルスタイルが、下記のサポートを実施。 

就職サポート：就職支援施設「ハローライフ」にて、研修等のプログラム、

就職後のサポートを実施。 

住宅サポート：建設関係団体の協力を得て、スタッフの指導のもと、自分

の手で部屋の改修・リノベーションを体験。 

コミュニティサポート：団地の一室に設置したコミュニティスペースを活

用し、自治会活動への参加やコミュニティ食堂での地域住

民・参加者同士との交流を促進。 
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Ⅱ．健康福祉、環境・エネルギー政策との連携 

 

１．国の動き 

 ■脱炭素社会へ向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会 

  （令和 3年 4月 19日～令和 3年 6月下旬予定） 

  検討会における主な論点 

   [家庭・業務部門] 

○住宅・建築物における省エネ対策の強化について 

・中・長期的に目指すべき住宅・建築物の姿 

・住宅・建築物における省エネ性能を確保するための規制的措置のあり方・進

め方 

・より高い省エネ性能を実現するための誘導的措置のあり方 

・既存ストック対策としての省エネ改修のあり方・進め方 

[エネルギー転換部門] 

○再エネ・未利用エネルギーの利用拡大に向けた住宅・建築物分野における取組

について 

・太陽光発電等の導入拡大に向けた取組 

・新築住宅等への太陽光パネル設置義務化の意見 

 

２．県の動き 

 ■「あおもり脱炭素チャレンジ宣言」の採択（令和 3年 4月 26日） 

   「もったいない・あおもり県民運動推進会議・行政部会合同会議」において、2050

年までの脱炭素社会の実現に向けた取組をスタートさせる「あおもり脱炭素チャレン

ジ宣言」を採択 

■県建築住宅課 令和 3年度重点事業 

・「見て感じる『健やか住宅』リフォーム普及推進事業」 

  ・健康福祉部との協力事業 

 ・健康寿命延伸へ寄与できるリフォームを体感してもらい、県民の普及を図る。 
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Ⅲ．市町村設立の居住支援協議会 

 （居住支援協議会設立・運営の手引きより抜粋） 
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